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衆
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院
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員
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英
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書

（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
十
九
年
六
月
十
三
日
の
日
刊
工
業
新
聞
の
記
事
に
つ
い
て
、独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構（
以

下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
は
、
平
成
十
九
年
六
月
七
日
の
立
川
理
事
長
の
定
例
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
十
九
年
二
月
八
日
の
共
同
通
信
の
配
信
記
事
に
つ
い
て
、
機
構
か
ら
は
、
平
成
十
九
年
二
月
八
日
の
立
川

理
事
長
の
定
例
記
者
会
見
に
お
い
て
、
同
理
事
長
か
ら
、
機
構
の
行
う
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
が
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空

研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
平
和
の
目
的
に
限
ら
れ

る
と
の
発
言
は
あ
っ
た
が
、
機
構
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
旨
等
の
発
言
は
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

立
川
理
事
長
は
、
御
指
摘
の
国
会
決
議
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
会
議
に
は
、
自
由
民
主
党
又
は
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
の
両
党
か
ら
出
席
を
求
め
ら
れ
た
内
閣
官
房
、
内
閣

府
、
総
務
省
、
外
務
省
、
文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
又
は
防
衛
省
の
担
当
者
が

出
席
し
た
。

（
五
）
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
現
時
点
に
お
い
て
、
我
が
国
の
情
報
収
集
衛
星
を
偵
察
衛
星
と
呼
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
な

い
た
め
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
五
）
の
�
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
我
が
国
の
情
報
収
集
衛
星
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
海
外
の
商
用
衛
星
の
性
能
の
動
向
、
技
術
的
実
現
性
、
開
発

期
間
等
を
総
合
的
に
検
討
し
て
決
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
国
会
決
議
の
み
に
よ
り
分
解
能
が
規
定
さ
れ

て
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
五
）
の
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
独
自
の
通
信
衛
星
や
気
象
衛
星
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
我
が
国
が
不
利
益
を
受
け
る
」
こ
と
に
な
る
か
否

か
は
将
来
の
情
勢
の
推
移
に
も
よ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



（
六
）
に
つ
い
て

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
技
術
試
験
衛
星
�
型
に
搭
載
さ
れ
た
実
験
機
器
の
一
部
の
開
発
及
び
当
該
機
器
の
性
能
確

認
試
験
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
衛
星
を
用
い
た
利
用
実
験
は
公
募
に
よ
っ
て
多
数
の
企
業
等
が
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

三


